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公的年金等控除・基礎控除
（13.5万円）

配偶者控除
（3.25万円）

課税所得
（2.25万円）
5.105％
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控除額
（19万円×0.25）

課税所得（14.25万円）

10.21％

出典：厚生労働省提出資料より倉林明子事務所作成
2019年3月14日 参議院予算委員会提出資料 日本共産党 倉林明子

○扶養親族等申告書を提出した場合

○扶養親族等申告書を提出しなかった場合

※年金支給額20万円、配偶者がいて、他に扶養親族がいないケース
※介護保険料5,000円、後期高齢者医療保険料5,000円と仮定
※源泉徴収後の年金額（黄色以外の部分）から、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び住民税の特別徴収が行われる

源泉徴収額は…（20万円－1万円－16.75万円）×5.105％＝

源泉徴収額は…（20万円－1万円－（20万円－１万円）×25％）×10.21％＝

1,148円

14,549円


